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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開議 

○議長（佐藤高清君） おはようございます。 

 ただいまより継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第81条の規定により、横井昌明議員と堀岡敏喜議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 議案第50号 弥富市暴力団排除条例の一部改正について 

 日程第３ 議案第51号 弥富市防災会議条例及び弥富市災害対策本部条例の一部改正につ

いて 

 日程第４ 議案第52号 弥富市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第５ 議案第53号 弥富市出頭人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第54号 弥富市児童クラブ施設条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第55号 平成24年度弥富市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第８ 議案第56号 平成24年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第57号 平成24年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第58号 平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第２、議案第50号から日程第10、議案第58号まで、以上

９件を一括議題とします。 

 本案９件は既に提案されていますので、これより質疑に入ります。 

 まず那須英二議員、お願いします。 

○４番（那須英二君） ４番 那須英二、通告に従いまして質疑させていただきます。 

 私が質問させていただくのは、議案第52号弥富市職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてです。 

 今回、臨時職員対象ということなので、まず我が弥富市において現在どれぐらいの臨時職

員がいらっしゃいますでしょうか。お答えください。 

○議長（佐藤高清君） 村瀬総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（村瀬美樹君） 臨時職員の数についての御質問をいただきました。 

 約250名の臨時職員に勤務をしていただいております。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） かなり大半の部分が臨時職員さんということで、市役所の中にも、そ
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して保育所の中にもその外郭のところにもいらっしゃるということだと思っています。 

 現在、我が国において官民合わせておよそ４割というところが非正規労働者、臨時職員等

という状況です。私は、かねてより臨時職員の待遇改善に対して強い思いを持ってまいりま

した。３月議会では、臨時保育士の待遇改善について御質問させていただいたこともござい

ます。今回、この案件に関して言えば、大まかに言えば社会保険対象者の常勤的非常勤並の

かなりの日数・時間を働いている臨時職員に対して、育児休業、もしくは部分休暇をとるこ

とができるということで、この間はもちろん給料は出ないということでございますが、臨時

職員が育児のためにやめることなく継続することができるという処遇待遇改善ということに

関して言えば、これは本当に私も望んでいることで、これは大いに賛成の立場ということで

発言させていただいております。 

 しかしながら、臨時職員というのは、正規職員にあるように、産前産後の休暇というのは、

いわゆる産休というものはないと思いますけれども、現実この育休をとる臨時職員というの

はあるという見込みなんでしょうかね。もしとるならば、どういったケースが考えられるの

でしょうか。お願いします。 

○議長（佐藤高清君） 村瀬総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（村瀬美樹君） まず、産前産後の休暇につきましては、私ども非常

勤職員に対しましては無給の休暇を与えております。 

 また、この非常勤職員が育児休業の条例に基づきまして、とることができる者はどんな方

かという部分につきましては、引き続き在職した期間が１年以上の場合、２つ目に、この１

歳到達日を超えて引き続き在職することが見込まれ、当該この１歳到達日から１年を経過す

るまでの間に任期を更新しないこと及び再び採用されないことが明らかでない場合、それか

ら３つ目としまして１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員、４つ目が週以外の

期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、１年間の勤務日が121日以上である非

常勤職員がこの対象となります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 対象ということではなくて、今、産前産後は無給で臨時職員は休むこ

とができるということでございますが、仮に無給で産前産後の休暇をとります。その後、育

児休暇を迎えます。その後、１年以内に契約更新がないということでございますので、現実

的にかなりとるには難しい制度だと思うんですけれども、現実的にそういった見込みという

か、そういう可能性はあるんでしょうか。お願いします。 

○議長（佐藤高清君） 村瀬総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（村瀬美樹君） それでは、可能性についての部分なんですけども、

非常勤職員の方が実はお子さんができても、私ども市としては身分を保障すると。つまり、
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子供ができたこと、また育児休業をとることによって、その非常勤職員に対して不利益処分

を科さないということが今回の条例改正の趣旨でございますので、その部分を持っているか

いないか、可能性はあるかということの質問には非常にお答えにくいんですけれども、ぜひ

非常勤職員の方でこのような勤務をされている方がお子さんを産むような状態になった場合

には、とっていただき、この制度を活用していただければというふうに考えております。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 身分保障ということで、処遇の改善ということでございますので、私

としては賛成の立場でございますけれども、やはりもうちょっと現実的に使えるような制度

にしていただきたいなあと思います。例えば正規職員でございますと、先ほどちょっとあっ

たかと思うんですけれども、産前産後で６週間、８週間という休みが、これは有給でつくわ

けですよね。そのほかにも年次有給休暇は20日間、夏季休暇は３日、結婚休暇は５日、その

他忌引はもちろんありますし、子供の病気のときの休暇や子供のための看護休暇、もしくは

ボランティア休暇などが有給で正規職員の場合はつきますよね。誤解のないようにちょっと

言っておくと、これが悪いということじゃなくて、これはもう当たり前だということで、我

が国、官民問わずにこの制度を充実させていく、そういった労働環境を整えていくと、こう

いった視点が必要だということでの私の発言でございますが、それに対して臨時職員は、年

給は正規と同じような勤務時間であっても、半数の10日間、それ以外の休みは一切ない、こ

ういう状況でございますよね。 

 本来、正規職員で行う業務を人員の適正管理や予算の事情などにおいて、やむを得なく臨

時職員ということで対応しているのが今の役所の現状だと思いますけれども。ですから、な

おさら臨時職員との差を是正することが必要だと私は考えておりますけども、今後臨時職員

に対して、正規職員との労働環境のこの差を埋めるような待遇の改善はどのように考えてい

らっしゃいますでしょうか。お答えください。 

○議長（佐藤高清君） 村瀬総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（村瀬美樹君） 今、臨時職員の方にはさまざまな勤務形態で雇用を

させていただきまして、多くの臨時職員の方に本市において活躍をしていただいております。 

 臨時職員と正規職員の差が大きくなっている現状はございますけども、他市の臨時職員の

方々との均衡をできる限り失しないよう人事管理に努めてまいります。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 差は、やっぱり総務部長本人自身も、皆さん方も多分感じていらっし

ゃると思います。やっぱりこういった方に対して、役所の業務を大きな部分でサポートして

いただいておる、支えてもらっているわけですよね、実際の話は。予算がないから、やむな

く臨時職員ということでございますけども、本来は仲間であると思うんですよね。そういっ
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た部分に関してやっぱり改善が必要だと私は思っていますし、先日一般質問でも私のほうか

ら発言させていただきましたけども、やっぱり民も官も含めて正規職員が当たり前、こうい

う社会をつくっていくことが望ましい。もしくは、しっかりとした雇用のルールをつくって

いかなきゃならないと思うんですね。これは官の仕事であると思いますし、そういったとこ

ろがやっぱり率先して音頭をとっていかなきゃならないと私は思っています。残念ながら今

早急にこういったことになるというのが国の情勢、やっぱり政治のほうが主に大もとから変

わらない限り困難な状況だと私は思っています。ですからこそ、やはり同一労働、同一賃金、

この視点に立って正規職員と非正規職員の格差の是正がやっぱり必要だと思っているんです

ね。これは役所だけに限らず、この社会全体でということでございますけれども。冒頭も申

し上げましたけども、今、本当に約４割、半数近い人たちが非正規労働者ですよね。きのう

の中日新聞がございますけれども、その中にもこういった記事がありました。どういった記

事かタイトルだけ申し上げますと「結婚できる雇用を」ということでございました。やっぱ

り非正規労働者においても、安心して結婚して子供が産める、そういった環境を整えていく、

安心して働ける、そういった環境が必要だと思っていますし、しかもそれこそが今のこの不

況な状況を景気回復に対して大きな鍵となると私は思いますけれども、この少子高齢化をと

めるという意味においてもすごく大切な部分だと思っています。 

 そうなると、やはり官であるこの自治体が、この臨時職員の環境が一番他の人も含めての

動向を見られるわけですよね。まず官が、ここの自治体がそういった処遇改善を行うことに

よって、行う民間もやはり待遇改善しなきゃならないなと、そういったルールが生まれてく

る、そういう状況にもなると、そういう指針になるということにおいてやっぱり重要だと思

っているんですね。だから、国がやらないからですとか、周りの自治体がやらないから、こ

こだけ突出するわけにはいかないからということではなくて、ぜひともそういうことである

ならば、むしろ市長に市長会などを通して、こういった雇用のルールや非正規社員に対して

の処遇改善、これを提案していただいて、もしくは意見書なども国に上げて予防していただ

きたいと思っておりますが、いかがでしょうか。市長。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 那須議員にお答え申し上げます。 

 冒頭のところで、今私ども弥富市でお仕事をしていただいている臨時職員は250名を超え

る大変な数の方に御協力をいただいているわけでございます。 

 それぞれの出先を含めまして、この臨時職員の皆様のお仕事がなければ、それぞれの事業

所がうまく回らないというのが実態でございます。そういうような状況の中で、私どもとい

たしましては、以前からその処遇の改善、あるいは給与の面につきましても改善をしてきて

いるところでございます。今回も一部改正において、よりよい環境という形の中で進めてい
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きたいという形で御提案申し上げたところでございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今回そういったことで国の法令が変わることによって、こういった改

善に至った経緯だと思っておりますけれども、市長が言われたとおり、処遇の改善に関して

言えば、私は大賛成の立場でございますが、ただ現実的に、やはり使いにくい制度だという

ことは御認識ございますよね。だからこそもう一歩踏み込んだ形で、ぜひとも処遇の改善を

お願いしたいと思っていますが、これについてはいかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 今、臨時職員さんに対しては、年次有給休暇を勤務日数に応じて与え

させていただいておりますし、他の休暇は労働基準法に基づき無給休暇とはなっております

けれども、今後の一つの課題としまして、産前産後の休暇であるとか、あるいは忌引休暇で

あるとか、あるいは夏季休暇というようなことがあるわけでございますけれども、私どもと

いたしましては、基本的には全ての臨時職員さんに対応できるというような状況の中では、

忌引休暇というのが一つの改善の方法でもあろうかというふうに思っているところでござい

ます。忌引休暇の付与につきまして、今後検討していきたいというふうに思っております。

以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市長からやはり今後も改善していきたいということで、お言葉をいた

だきまして、しかも忌引休暇に対しては検討させていただくという言葉をいただきましたの

で、ぜひともこの件にとどまらず、本当に格差の是正と、あとやはり安心して働ける雇用と、

結婚できる雇用、そして経済を活性化させる、不況を抜け出す、少子高齢化をとめる、こう

いった立場に立ってぜひとも、今後ともその方針・方向へ進んで行っていただきたいと思っ

ております。 

 市町村の自治体というのは一番現場と接する、人と接する、そういった自治体であると私

は思っています。だから、ぜひこの自治体から声を上げていくという姿勢をこれからもやっ

ぱり貫いていってほしいと思っています。今後、臨時職員のさらなる待遇の改善、処遇の改

善を願いまして、私の質問を今回終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） ほかに質疑の方はありませんか。 

             〔発言する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） それでは、以上で質疑を終わります。 

 ここで、お手元に配付した議案付託表の差しかえということで、暫時休憩します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 



－２０８－ 

             午前10時15分 休憩 

             午前10時18分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 再開いたします。 

 以上で質疑を終了しました。 

 本案９件は、お手元に配付した議案付託表のとおり、所管の委員会に付託をします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第11 議案第59号 工事請負契約の変更について 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第11、議案第59号を議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（服部彰文君） 改めまして、おはようございます。 

 それでは、本日追加提案いたしました議案につきまして御説明を申し上げます。 

 御審議いただきます議案は、法定議決議案１件でございまして、その概要につきまして御

説明申し上げます。 

 議案第59号工事請負契約の変更につきましては平成23年６月21日議会の議決を得た、弥富

市立（仮称）第２桜小学校建設工事の設計変更に伴い、工事請負契約の一部を変更するため、

地方自治法第96条第１項第５号及び弥富市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては、総務部長から説

明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） よろしいですか、議案はこれより総務部長に説明をさせます。 

 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤敏之君） 議案第59号工事請負契約の変更について、御説明を申し上げます。 

 詳細につきましては、議案に記載のとおりでございますが、工事名、弥富市立（仮称）第

２桜小学校建設工事、工事場所、弥富市平島町地内、請負契約金額、変更前18億3,750万円、

変更後18億7,012万2,450円、請負契約者、フジタ・弥富特定建設工事共同企業体、以上でご

ざいます。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔「議長17番」の声あり〕 

 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） 仮称って、これはいつまで仮称ですか。４月まで仮称ということ。



－２０９－ 

これ、議会でも報告を受けてきた形で、その流れを少し説明してください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤敏之君） 現在、名称としましては議会のほうでお決めいただきましたんで

すが、この契約書の工事名としましては契約当時が仮称になっておりますので、この名称が

そのまま生きておるということでございますので、よろしくお願いします。 

             〔「日の出小学校は４月１日から施行」の声あり〕 

○総務部長（伊藤敏之君） 日の出小学校という名称についても、４月１日から施行というこ

とでございまして、それもあわせて報告させていただきます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員よろしいですか。 

             〔「はい」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） ほかに質疑の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時23分 散会 
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－２１０－ 
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